
職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援について   

知的障害者、精神障害者等の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣  
し、きめ細かな人的支援を行う。   

地域障害者職業センターにおいてジョブコーチを配置して支援を実施するとともに、  

就労支援ノウハウを有する社会福祉法人等や事業主が自らジョブコーチを配置し、ジョ  

ブコーチ助成金を活用して支援を実施。  

◎支援の契機   

・就職時（雇用前又は雇入れと同時に支援を開始）   

・職場環境の変化等により職場適応上の問題が生じたとき  

◎支援内容 Ⅶ  

作業遂行力の向上支援  

職場内コミュニケーション能力の向上支援  

健康管理、生活リズムの構築支援  

障害特性に配慮した雇用管理に関する助言  

配置、職務内容の設定に関する助言  

事 業 主  

（管理監書者・人事担当者）  

障 害 者   

障害の理解に係る社内啓発  

障害者との関わり万に関する助言  
指導方法に関する助言  

安定した職業生活を送るための家族の  

関わり方に関する助言  

◎標準的な支援の流れ  

集中支援  フォローアップ  

不適応課題を分析し、  

集中的に改善を図る  

週3～4日訪問  

支援ノウハウの伝授やトハD－ソンの育成によ  

り、支援の主体を徐々に職場に移行  数週間′）数ヶ月に  

一度訪問  週1へノ2日訪問  

ーー ー■－ － －・－・－・・－・－・－－ －－ －－ －－ －－ －－・・－・－ －・・－ －・・・－・－ － －・－・－・・－  ト  

支援期間1～7カ月（標準2～4カ月）（地域センターの場合）  

◎ ジョブコーチ配置数（平成20年3月末現在）  

計～）02人  地域センターのジョブコーチ  304人  

第1ぢ一ジョブコーチ（福祉施設型）567人  

第2をう一ジョブコーーチ（事業所型）  こう1人  

◎支援実績（平成19年度、地域センター）  

支援対象者数 3，01t）人  

職場定着率  83．9％  

（支援終「後6カ月：平成18年10月～平成19年9月までの支援修了者3，093人の実績）   



平成20年度における職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修の概要  

○配置聖職場適応援助者養成研修   

実施主体   回数   定員   研修時間   実施地域   受講対象者   

45時間以上  
（独）高齢・障害者雇用支援機構   年4回※   若干名※  

本部研修：千葉県  
地域障害者職業センターにおいて配置型職場適  

（本部研修5日間） （地域研修4日）   地域研修：地域障害者  職業センター   応援助者として新たに委嘱された者   

間  
※第1号と同時受講  

（NPO）ジョブコーチ・ネットワーク  

（NPO）大阪障害者雇用支援ネットワーク  44時間（6日間）  
大阪府2回、  就労支援機関、福祉施設職員等の就労支援に携  

福井県、三重県  

（NPO）くらしえん・しごとえん   年2回   静岡県   
障害者に対する作業支援に関し、福祉施設など  
においておおむね1年以上の経験を有する者   

○第2号職場適応援助者養成研修   

実施主体   回数   定員   研修時間   実施地域   受講対象者   

44時間以上   本部研修：千葉県   第2号ジョブコーチ助成金に係る認定を受けた事  

（独）高齢・障害者雇用支援機構   年3回  20名程度／回           （本部研修5日間）  地域研修：地域障害者  業主に雇用される職員で第2号ジョブコーチとなる  

（地域研修4日間）   職業センター  予定の者   

厚生労働大臣が指定する研修  

（NPO）ジョブコーチ・ネットワーク  



第1号職場適応援助者養成研修モデルカ リキュラム  

形態  内容   講師   時間数   

講義   ・職業リハビリテーションの概論   職業リハビリテーション  1～2時  

・ 障害者雇用促進に関する制度と最新動向  に閲し学識経験を有する  間程度  

・職業リハビリテーションの体系と職場適  

応援助者による援助の位置づけ   

講義   ・第1号職場適応援助者の役割と職務内容  職場適応援助者による援  3～4時  

・ 全体の支援プロセスと支援方法   助に関し学識経験を有す  

る者又はこれに準ずる者  

であること   

講義   ・各障害（身体障害・知的障害・精神障害・  当該障害の特性及び職業  3～4時  

発達障害）の障害特性、職業的課題及び支  的課題について学識経験  間程度  

接方法   を有する者であること   

講義   ・ 事業所における障害者の雇用管理の現状  事業所における障害者の  1時間程  

と課題   雇用管理に関し実務経験  度  

・ 就労支援における企業のニーズ   を有する者であること   

講義   ・ 障害者の就労支援におけるケースマネジ  職業リハビリテーション  1′、2時  

メントの概念及び方法論   に関し学識経験を有する  間程度  

・ アセスメントと計画の実際   者であること   

講義   ・ 課題分析の概念、内容、芙施方法   課題分析の理論に精通  4～6時   

及び   ・課題分析に基づく作業指導の方法と作業  し、作業指導に関し3年  間程度   

演習   環境へのアプローチ方法   以上の実務経験を有する  

・ 課題分析の実際   者又はこれに準ずる看で  

あること   

講義   ・ 家族への支援の考え方と障害別（知的障  障害者の就労支援に関し  2時間程  

害・精神障害等）の効果的な家族支援の方  3年以上の実務経験を有  度  

法   する音叉はこれに準ずる  

・職業生活を支える支援の考え方と支援方  

法   

事例研  ・ 実際の支援事例の紹介を通じての第l号  第1号職場適応援助者又  2～4時   

職場適応援助者の職務及び支援技法の理  は第2号職場適応援助者  間程度  

解   として実施した援助のR  

数の累積が240日以上  

である音叉はこれに準ず  

る者であること   

職業リハビリテ  

ーション概論と  

諸制度  

【共通】  

第1号職場適応  

援助者の職務  

障害特性と職業  

的課題  

【共通】  

職場における雇  

用管理の理解  

ケースマネジメ   

ントの取り組み  

【共通】  

課題分析の理論  

と作業指導の実  

際  

【共通】  

家族支援と職業  

生活支援の実際  

【共通】  

職場適応援助者  

による援助の実  

際   



科目   形態   内容   講師   時間数   

支援計画、フォロ  講義   ・ 支援計画及びフォローアップ計画の意  職業リハビリテーション  2～3時   

ーー・アップ計画に  及び   昧、内容と活用方法等   業務に精通し、職場適応  間程度   

関する理解   演習   ・支援計画作成のためのアセスメント、プ  援助者による援助に関し  

ランニングの方法   学識経験を有する者又は  

・ フォローアップ計画作成のための状況把  これに準ずる者であるこ  

握   と   

事業所での支援  講義   ・ 事業主支援のあり方   第1号職場適応援助者又  4～9時   

方法の基礎理解  及び   ・事業所における支援の心構えと留意事項  は第2号職場適応援助者  間程度  

演習   ・ 事業主のタイプに応じた対応方法   として実施した援助の日  

・ 具体的な支援の流れと方法（企業との相  数の累積が240日以上  

談・調整、職場のアセスメントと職務再設  である者又はこれに準ず  

計、事業所に対する障害特性の説明と社内  

啓発、ナチュラルサポートの形成）   

事業所での職場  実習   ・ 事業所での支援の実際  6～7時   

適応援助者によ  ・ 支援の段階に応じた支援方法  間程度   

る支援の実際  

支援記録の作成   ・ 支援記録の作成方法と活用方法  2～3時  

【共通】   間程度   

演習  

ケース会議   演習   ・ ケース会議の目的と基本的な流れ   第1号職場適応援助者又  1～2時   

【共通】  ・ ケース会議への参加を通じての観察・聴  は第2号職場適応援助者  間程度  

取事項の報告のあり方、支援方策の考察等  として実施した援助の日  

の理解   数の累積が240日以上  

である者又はこれに準ず  

る着であること   

ケーーススタディ  事例研  ・様々な支援事例の検討を通じての、具体  職業リハビリテーション  2時間程   

【共通】   究   的支援方法・技術及び支援上の課題等の的  業務に精通し、職場適応  度  

確な整理方法   援助者による援助に関し  

学識経験を有する者又は  

これに準ずる者であるこ  

と   

備考   

1 第1欄に【共通】とある科目は、第1号職場適応援助者養成研修及び第2号職場適応援助者養成研修におい   

て共通する科目のことを指す。   

2 「事業所での職場適応援助者による支援の実際」については、実習を6～7時間行うことが困難である場合   

は、実習を3時間行うことに加え、演習を6～7時間行うことで代替することも可能とする。  



第2号職場適応援助者養成研修モデルカ リキュラム  

科目   形態   内容   講師   時間数   

職業リハビリテ  講義   ・ 職業リハビリテーションの概論   職業リハビリテーション  1～2時   

ーション概論と  ・ 障害者雇用促進に関する制度と最新動  に関し学識経験を有する  間程度   

諸制度  向   者であること   

【共通】  ・職業リハビリテーションの体系と職場  

適応援助者による援助の位置づけ   

第2号職場適応  講義   ・ 第2号職場適応援助者の役割と職務内  職場適応援助者による援  3／、4時   

援助者の職務  容   助に関し学識経験を有す  間程度  

・ 全体の支援プロセスと支援方法   る者又はこれに準ずる者  

であること   

障害特性と職業  講義   ・ 各障害（身体障害・知的障害・精神障  当該障害の特性及び職業  3～4時   

的課題  害・発達障害）の障害特性、職業的課題  的課題について学識経験  間程度   

【共通】  及び支援方法   を有する者であること   

安定した職業生  講義   ・ 職業生活支援における事業主の役割  障害者の就労支援に関し  1～2時   

括のための企業  ・ 家族、支援機関との連携方法   3年以上の実務経験を有  

の役割  する者又はこれに準ずる  

看であること   

ケースマネジメ  講義   ・ 障害者の就労支援におけるケースマネ  職業リハビリテーション  1～2暗   

ントの取り組み  ジメントの概念及び方法論   に閲し学識経験を有する  間程度   

【共通】  ・ アセスメントと計画の実際   者であること   

課題分析の理論  講義   ・ 課題分析の概念、内容、実施方法   課題分析の理論に精通  4～6時   

と作業指導の実  及び   ・ 課題分析に基づく作業指導の方法と作  し、作業指導に関し3年  問程度   

際   演習   業環境へのアプローチ方法   以上の実務経験を有する   

【共通】  ・ 課題分析の実際   音叉はこれに準ずる者で  

あること   

家族支援と職業  講義   ・ 家族への支援の考え方と障害別（知的  障害者の就労支援に関し  2時間程   

生活支援の実際  障害・精神障害等）の効果的な家族支援  3年以上の実務経験を有  度   

【共通】  の方法   する者又はこれに準ずる  

・職業生活を支える支援の考え方と支援  

方法の理解   

雇用管理の実際  事例研究  ・ 事業所における障害者の雇  用管理  第1号職場適一己こ援助者又  1～4時   

と事業所内にお  ・ 実際の支援事例の紹介を通じての第2  は第2号職場適応援助者  間程度   

りる職場適応緩  ぢ一職j易適応援助者の職務及び支援技法の  として実施した援助の口   

助者による援助  理解   数の累積が240L‡以L二  

♂）実際  である者又はこれに準ず  

る者であること  



科目   形態   内容   講師   時間数   

地域の社会資源  講義   ・ 社会資源の種類（雇用・保健福祉・教  障害者の就労支援に関し  1 ′－ 2   

の活用  育等）と役割 －   3年以上の実務経験を有  時間程  

・ 職場適応援助者による援助の効果的な  する者又はこれに準ずる  度  

実施のためのネットワークの利用方法  着であること   

事業所内調整の  講義   ・ 事業所内での調整業務の内 容、具体  第1号職場適応援助者又  2 ′－ 8   

方法   及び  的な調整方法   は第2号職場適応援助者  

演習  として実施した援助の日  

数の累積が240日以上  

である者又はこれに準ず  

る着であること   ゝ   

支援計画の作成  講義   ・ 支援計画の意味、内容と活用方法等  職業リハビリテーション  3時間  

及び   ・ 支援計画作成のためのアセスメント、  業務に精通し、職場適応  程度  

演習   プランニングの方法   援助者による援助に関し  

学識経験を有する者又は  

これに準ずる者であるこ  

と   

事業所内での職  実習   ・ 事業所での支援の実際   第1号職場適応援助者又  6／－7時   

場適応援助者に  ・ 支援の段階に応じた支援方法   は第2号職場適応援助者  

よる支援の実際  として実施した援助の日  

支援記録の作成  講義   ・ 支援記録の作成方法と活用方法  数の累積が240日以上   

【共通】   及び  である者又はこれに準ず  

演習  る者であること   

ケース会議   演習   ・ ケース会議の目的と基本的な流れ   第1号職場適応援助者又  1～2時   

【共通】  ・ ケース会議への参加を通じての観察・  は第2号職場適応援助者  間程度  

聴取事項の報告のあり方、支援方策の考  として実施した援助の日  

察等の理解   数の累積が240日以上  

である音叉はこれに準ず  

る者であること   

ケーススタディ  事例研究  ・ 様々な支援事例の検討を通じての、具  職業リハビリテーション  2～3時   

【共通】  体的支援方法・技術及び支援上の課題等  業務に精通し、職場適応  間程度  

の的確な整理方法   援助者による援助に関し  

学識経験を有する者又は  

これに準ずる者であるこ  

と   

備考   

1 第1欄に【共通】とある科目は、第1号職場適応援助者養成研修及び第2号職場適応援助者養成研修におい   

て共通する科目のことを指す。   

2 「事業所内での職場適応援助者による支援の実際」については、実習を6～7時間行うことが困難である場   

合は、実習を3時間行うことに加え、演習を5～6時間行うことで代替することも可能とする。   

「
．
▼
 
 
 



職場適応援助者助成金の概要   

就職又は職場定着に課題を有する障害者に対して、円滑に職場に適応できるように職場  

適応援助者（ジョブコーチ）による援助を行う社会福祉法人等及び事業主に対して、その  

費用の一一部を助成する制度。  

（り 第1号職場適応援助者助成金   

① 支給対象法人の要件  

法人格を有していること、障害者雇用に係る支援の実績があること、地域障害者  

職業センター→との業務連携関係があること等の要件を満たす社会福祉法人等。   

② 第1号職場適応援助者の要件  

法人に雇用されており、障害者の就労支援に係る業務経験を1年以上有し、機構  

が行う又は厚生労働大臣が定める第1号職場適応援助者養成研修を修了した者   

③ 支援対象となる障害者  

身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、その他第1号職場適応援助  

者による援助を行うことが特に必要であると機構が認める障害者   

④ 支給対象費用等  

第1号職場適応援助者による援助の実施に要した費用、日額14，200円   

・雇用前支援における事業主の受け入れに係る費用、日額2，500円   

・ 研修の受講に係る旅費   

・ 支給期間：1年8ケ月（フォローアップ期間を含む）  

（9 その他  

地域センターが策定、又は認定法人が作成し地域センターが承認した支援計画  

に基づき援助を実施。   

・ 原則として、1人の支援対象障害者に対し複数の職場適応援助者が担当。（職  

場適応援助者の支援技術の向上・維持、職場適応援助者の交替への対応、職場適  

応援助者自身のストレスへの対処等のため。）  

（2）第2号職場適応援助者助成金   

① 支給対象事業主  

雇用する障害者の職場適応援助を行うため第2号職場適応援助者を配置している  

事業主   

② 第2号職場適応援助者の要件  

法人に雇用されており、障害者の雇用関係業務について一定の経験及び能力を有  

し（※）、機構が行う又は厚生労働大臣が定める第2号職場適応援助者養成研修を  

修rした者。   



※ 次のいずれかに該当する者  

・障害者職業生活相談員の資格取得後、3年以上障害者の雇用に関する指導等の業務に就いて  

いた者  

・特例子会社・重度障害者多数雇用事業所において障害者の就業支援に関する業務を1年以上  

行った者  

③ 支援対象となる障害者  

身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者  

④ 支給対象責用等  

・第2号職場適応援助者による援助の実施に要した費用  

・助成率3／4（上限 月15万円）  

・支給期間：最大6ケ月  

⑤ その他   

第2号職場適応援助者による援助は、単独で行うことを基本とする。但し、必要   

に応じて、地域センターの配置型ジョブコーチや第1号ジョブコーチと連携して支  

援を行うことも可能。   




